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１．はじめに 

 わが国経済の現下の最重要課題は、デフレ脱却と経済再生を確実に実現し、

他国に類を見ないスピードで進む高齢化に対応した経済社会構造を作り上げる

ことである。 

 社会保障制度をめぐっては、高齢者を中心とする社会保障給付費の増加を賄

うため現役世代や企業などが負担する社会保険料が年々増している。その結果、

３年連続となる賃金引き上げの効果も社会保険料負担の増加で大きく減殺され

ている。また、現状を放置したままでは高齢化に伴う給付の増加に歯止めがか

からず、結果として社会保険料負担が増加し続ける。 

 このような制度に対し国民が持続可能性を懸念するのは当然である。このこ

とが現役世代の消費を抑制し、企業の活力を削ぐことでわが国の経済成長を下

押ししている。活力ある経済・社会を次世代に引き継いでいく上でも、早急か

つ大胆な制度改革を行い、社会保障制度の持続可能性を確保するとともに、今

後の給付や税制を含めた負担のあり方を明らかにしていくことが求められる。

その際、少子化・人口減少に歯止めをかける観点から、限りある社会保障財源

を有効活用し、税財源の一部を可能な限り高齢者から子育て世代へとシフトさ

せていく必要がある。 

 公的年金制度については 2004 年改正の枠組みの下で給付と負担のバランス

を調整する仕組みが導入されている。しかし、医療・介護制度については、給

付費の増加の抑制に資する適正化・効率化が十分進んでいない。多くの企業が

展開している健康経営は、従業員の健康増進や生活習慣病予防などを通じ、社

会保障給付費の抑制効果を目指すものである。他方、高齢者に対する支援金な
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どの保険者や企業努力の及ばないところで負担が増えている現実は、このよう

な取り組みへのインセンティブを損ないかねない。 

 したがって、医療・介護制度改革では、政府の「経済・財政再生計画」に基

づく「経済・財政再生アクション・プログラム」の「改革工程表」で示された

給付の適正化・効率化にかかる項目を中心に着実に実行する必要がある。 

 経団連では、2015 年５月に「財政健全化計画の策定に向けた提言」を公表し、

その中で、社会保障制度全般に対する考え方を示したところである。現在、社

会保障審議会をはじめとした政府の関係会合において行われている｢改革工程

表｣を踏まえた医療・介護制度改革の検討が進められていることから、改めて経

団連の考え方を示すこととしたい。 

 

２．制度改革に向けた基本的な視点 

 今次制度改革にあたっては、次の３つの視点を踏まえた検討がなされるべき

である。 

 第一に、高齢化の進展や医療の高度化などにより、今後とも医療、介護とも

に給付費の増加が見込まれる中、医療・介護制度の持続可能性を確保し、将来

にわたり国民が必要なサービスを受け続けられるよう、徹底した給付の適正化・

効率化及び利用者負担の適正化を確実に措置すること。 

 第二に、社会保障給付を賄うために現役世代の社会保険料負担が着実に増加

する中、「給付は高齢者、負担は現役世代」という世代間の不公平感を回避し、

現役世代の納得性を得る観点から、低所得者などに十分配慮し、高齢者の負担

水準を可能な限り現役世代に近づけていくこと。 

 第三に、医療・介護制度における機能分化や連携の促進を通じた資源の有効

活用や「見える化」などを通じた地域間のバラつきの解消を図ることで、全体

的に効率的で公平なサービスの提供体制を構築していくこと。 

 なお、制度改革にあたっては、全ての世代の理解を深めるよう、情報発信や

世論喚起に努めることも必要である。 
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３．具体的な制度改革項目に関する考え方 

 「改革工程表」に示された改革項目のうち本年末までに結論を得るべき施策

を中心に以下のとおり考え方を示す。 

(１)給付や負担の適正化・効率化 

①医療保険における患者負担の適正化 

 現行、療養病床の一部入院（医療区分Ⅰ）を対象としている入院時の居住費

（光熱水費）負担について、難病等の患者や低所得者には十分配慮を行いつつ、

原則他の病床（難病等を除く療養病床の医療区分Ⅱ・Ⅲ、一般病床等）の入院

患者についても適用すべきである。 

 また、外来受診について、頻回受診の防止や保険財政の健全化を促す観点か

ら、現行の定率負担に加え、一定額を患者が追加的に負担する制度を導入すべ

きである。少なくとも、複数の慢性疾患を有する患者の対応や医療機関の機能

分化を推進する観点から、「かかりつけ医」機能を明確にした上で、「かかりつ

け医」以外を受診した際に定額負担を求めることが考えられる。 

②薬剤費の適正化 

 薬剤費の適正化の観点から、後発品の使用促進に関する政府目標 1の確実な

達成に向け、国民、保険者、医療関係者など、国を挙げての取り組みを引き続

き進めていくことが求められる。 

 また、給付の重点化や公平性の確保を図る観点から、湿布やうがい薬等、長

らく市販品として定着している市販類似薬について、保険償還率の引き下げや

保険給付の適用外とすべきである。加えて、国民のセルフメディケーションの

意識を高めるため、さらなる医療用医薬品のスイッチＯＴＣ化などにも取り組

むべきである。 

 さらには、近年、単価が非常に高く、市場規模の極めて大きな薬剤の保険収

                         
1 2015 年 6 月の閣議決定において、2017 年央に 70％以上とするとともに、2018 年度

から 2020 年度末までの間のなるべく早い時期に 80％以上とする数量シェア目標が定

められている。 
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載が増加している。こうした薬剤の中には、効能・効果の追加などにより当初

の想定を超えて大幅に市場が拡大するものもあり、保険財政への影響が懸念さ

れている。こうした高額薬剤について、収載当初の前提が変化していることを

踏まえ、薬価の早急な見直しを行い保険財政の安定性を確保することが求めら

れる。 

 なお、薬剤費の適正化とあわせて、引き続き、革新的新薬に対する適正な評

価をはじめ、わが国の製薬産業のイノベーション創出を推進する政策について

十分考慮していくことが求められる。 

③介護保険における給付の重点化、効率化 

 高齢化に伴い、特に介護保険の給付（総費用）は、2025 年にかけて倍増す

る 2高い伸びが見込まれている。このような中、制度の持続可能性確保の観点

から、軽度者に対する給付のあり方を見直すことで、重度者への給付に重点化

していくことは不可避である。 

 具体的には、要支援者に対する介護予防給付（通所リハビリテーション等）

並びに軽度要介護者に対する生活援助サービス（調理、洗濯、掃除等の日常生

活の援助）について、早急に地域支援事業への移行を促す、あるいは給付率の

引き下げを行い、要介護度３以上の利用者を対象に給付の重点化を図っていく

べきである。 

 福祉用具貸与・住宅改修について、給付の重点化の観点から軽度者には全額

自己負担化も含め保険給付率を引き下げる方向で見直していくことが求められ

る。併せて、福祉用具については、現行の貸与(販売)価格差の是正を早急に図

るべきである。価格差の是正の方法としては、例えば、用具の機能に応じた標

準的な償還価格の設定を行うことが考えられる。 

                         
2 介護給付費：2016 年予算ベース約 10 兆円→2025 年約 20 兆円（2012 年３月厚生労

働省「社会保障に係る費用の将来推計の改定について」）。介護給付が必要となる可能

性が高い、75 歳以上人口は 2015 年:1,646 万人→2025 年:2,179 万人（国立社会保

障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24 年１月推計）」） 
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 なお、重度者への給付そのものについても、要介護度の維持・改善状況、各

施設・サービス類型において実際に果たしている機能などの視点を踏まえ、給

付の適正化・効率化などを図っていくことが不可欠である。 

 また、現在、全額保険給付となっているケアプランの作成について、利用者

自身のケアプランに対する関心を高めてケアマネジメントの質の向上を図ると

ともに、給付費の増加を抑制する観点から、利用者負担を導入すべきである。 

(２)患者・利用者負担等のあり方 

①医療保険制度における窓口負担等の見直し 

 高額療養費制度における 70 歳以上のみを対象とした外来時の特例的な月額

負担上限額について、世代間の公平性確保の観点や頻回の受診を生じさせる可

能性があることに鑑み、これを速やかに廃止すべきである。加えて、高額療養

費全体について、70 歳未満の負担上限額に合わせ、年齢に関わらず所得水準等

の負担能力に応じた上限額へと速やかに見直すべきである。 

 また、現役世代との負担水準の公平性の観点から、現役並み所得以外につい

ては１割負担となっている 75 歳以上の後期高齢者の窓口負担について、負担

上限額があることも踏まえ、将来的には、低所得者に配慮しつつ原則２割負担

を導入する方向で見直すべきである。 

 高額療養費や窓口負担の検討にあたっては、現役世代の負担水準との公平性

などに鑑み、「現役並み所得」のあり方についても見直す方向で検討を行うべき

である。 

 なお、後期高齢者の保険料軽減特例については、2015 年１月の社会保障制度

改革推進本部の決定に基づき、2017 年度から本則に戻すべきである。 

②介護保険制度における利用者負担の見直し 

 介護保険の利用者負担について、保険財政の持続可能性確保の観点から低所

得者には十分配慮した上で、負担上限があることも踏まえ、原則２割負担とす

べきである。 

 さらに、高額介護サービス費の負担上限額について、医療保険の高額療養費
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との整合性を図る観点から、課税世帯の負担限度額を現状の 37,200 円から医

療保険と同様の 44,400 円まで早急に引き上げるべきである。その上で、上記、

高額療養費の見直しと整合的な形で、高額介護サービス費についても低所得者

に十分配慮しつつ月額負担上限を見直すべきである。 

③負担のあり方の検討に際し考慮すべき事項 

 なお、上述の通り、上記（１）（２）いずれの改革項目においても、負担余力

の少ない者などに対する十分な配慮が求められる。 

 他方で、所得に応じた保険料や自己負担を判断する際に、金融資産などにつ

いても勘案ができる仕組みの構築が急務である。マイナンバーの活用、税制や

年金制度との情報連携などに関し、今次改正において検討の上、その方向性を

示し、環境整備を進めるべきである。 

(３)医療・介護の提供体制に関わる改革事項 

①介護療養病床等の確実な廃止と効率的なサービス提供体制への転換 

 介護療養病床の廃止については、転換が進んでいない状況などを踏まえ、当

初の 2011 年度から 2017 年度末へと期限が延長されている。医療・介護提供体

制の機能分化を促進し、利用者の状態に応じた適切なサービスを提供していく

観点から、2017 年度末までには介護療養病床及び看護配置 25 対１の医療療養

病床の確実な廃止が求められる。廃止に伴う新たな転換施設については、給付

の適正化・効率化を前提として要件を設定すべきである。 

②ＩＣＴの活用等を通じた｢見える化｣の進展、生産性の向上 

 医療・介護の効率的な提供体制の構築や、不合理な地域差などの解消に向け

て、各地域における医療・介護制度の実態について、エビデンスに基づくより

精緻な検討・分析が重要である。その観点から、ＩＣＴのさらなる活用など「見

える化」に資する施策を強力に推し進めていくことが不可欠である。特に、医

療と介護の連携が今後、ますます重要となる状況にあって、医療情報と介護情

報を連結させる方策について、具体的に検討を進めていくことが必要である。 

 また、医療機関、介護事業者の生産性向上や業務効率化を前提としたＩＣＴ



 

7 

化を進めるとともに、特に、介護分野においては、行政が求める文書等の簡素

化・統一化を図るべきである。 

 

４．介護納付金の総報酬割導入に関する考え方 

 介護納付金の総報酬割の導入については、以下の３点から反対である。 

・総報酬割の導入は協会けんぽに対する国庫補助の削減を目的に、その削減

分の負担を被用者保険に付け替える財源捻出策に過ぎない。  

・第２号被保険者は自らが給付を受ける可能性が低い中で、社会的扶養とし

て負担を公平に分かち合う趣旨から加入者割とされた。にもかかわらず、

今回、所得捕捉率に課題のある国民健康保険を除いて被用者保険のみに総

報酬割を導入することは、制度創設時の理念に著しく反するものである。 

・健保組合全体で、すでに高齢者への医療拠出金の保険料収入に対する割合

が４割を超えている、2017 年度には後期高齢者支援金の全面総報酬割の実

施を控え、さらに、介護納付金にも総報酬割が導入されることとなれば、

健保組合に加入する組合員や、企業にとり極めて重い負担となる。 

 まずは上述した「３．」の給付や負担の適正化・効率化に最優先で取り組むべ

きである。 

 

５．その他 

 「ニッポン一億総活躍プラン」では介護人材の処遇改善について、2017 年度

からキャリアアップの仕組みを構築し、月額平均１万円相当の改善を行うこと

とされている。この際、「介護保険制度の下で対応することを基本に、予算編成

過程で検討する」ことが明記されているが、次期介護報酬改定を待たずして実

施される、2017 年度分については税財源により対応すべきである。 

 また、消費税 10％への引き上げが延期された状況にあっては、社会保障・税

の一体改革による社会保障の充実策について、恒久的な税財源の手当てがない

まま推進すべきではない。 
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６．おわりに 

 前述したとおり、今回の提言は、改革工程表の中で「年内に結論」とされた

ものを中心に経団連の考え方を示したものである。いずれの項目についても、

今次制度改革において、制度の持続可能性の確保を踏まえた適切な結論が得ら

れるよう期待したい。 

 また、本提言に触れた項目以外にも対応すべき事項は山積している。例えば、

改革工程表において、より長期の観点から規定されている「人生の最終段階に

おける医療のあり方の検討」や｢都道府県の行う病床再編や地域差是正を支援

するための取組｣、「生活習慣病を中心とした疾病の予防、重症化予防、介護予

防等の取組の推進｣、｢地域包括ケアを支える生活関連サービスの供給促進｣な

どについて継続的に取り組みを行っていくことが求められる。 

 経団連は、社会保障制度の持続可能性確保に向け、国民的な議論も踏まえた

制度改革の着実な進展が図られるよう、今後とも取り組みを進めていく。 
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